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こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●排出量取引制度の対象企業は、毎年度、自らの直接排出量を算定し、これと等量の排出枠の償
却が義務づけられる。直接排出量の算定ルールの詳細については、省エネ法や温対法、SHK制
度等の関連制度における考え方を基礎として定めるとされている。カーボンクレジットの活用に
ついては、政府が運営するJ-クレジットおよび二国間クレジット制度について認められるとされて
いるが、二酸化炭素回収・貯留や森林吸収の取扱いについては、将来的に検討が行われるとさ
れている。

●GX推進法に基づく「政府指針」において、産業分野別に割当量の算定方法を提示し、ベンチマー
ク方式およびグランドファザリング方式を基礎とした業種別基準の適用が想定されている。その
他の勘案事項として、早期削減や、足下で削減効果が発現しない研究開発投資の状況、リーケー
ジリスクおよび活動量の変動等があり、これらを勘案して、排出枠の割当量を調整する取扱いが
想定されている。

は
じ
め
に

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
目
標
を
表
明

す
る
国
お
よ
び
法
域
が
増
加
す
る
な
か
、

海
外
に
お
い
て
、
排
出
削
減
と
経
済
成
長

お
よ
び
産
業
競
争
力
の
強
化
を
共
に
実
現

す
る
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
」と
い
う
）に
向
け

た
投
資
が
進
ん
で
い
る
。

国
内
で
は
２
０
２
３
年
５
月
に
、
Ｇ
Ｘ

に
向
け
た
投
資（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
投
資
」と

い
う
）の
促
進
を
目
的
と
し
た
政
策
パ
ッ

ケ
ー
ジ
で
あ
る 

「
成
長
志
向
型
カ
ー
ボ
ン

プ
ラ
イ
シ
ン
グ
構
想
」 

を
反
映
し
た「
脱

炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
Ｇ
Ｘ
推

進
法
」と
い
う
）が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、

Ｇ
Ｘ
経
済
移
行
債
を
財
源
と
す
る
20
兆
円

規
模
の
先
行
投
資
支
援
と
排
出
量
取
引
制

度
を
含
む
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
と
の

組
み
合
せ
に
よ
り
、
企
業
の
Ｇ
Ｘ
投
資
の

促
進
を
企
図
し
て
い
る
。
２
０
２
３
年
度

か
ら
排
出
量
取
引
制
度
が
試
行
さ
れ
、
ク

ラ
イ
メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付
国

庫
債
券
は
２
０
２
４
年
２
月
か
ら
発
行
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
内
閣
官
房
の
Ｇ
Ｘ
実
現
に
向
け

た
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
専
門
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ（
以
下
、「
Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
」

と
い
う
）に
お
い
て
、
排
出
量
取
引
の
制

度
化
に
向
け
た
論
点
整
理
が
行
わ
れ
た
。

議
論
は
排
出
量
取
引
制
度
の
骨
格
の
形
成

を
中
心
に
行
わ
れ
、
制
度
運
営
に
お
け
る

詳
細
は
、
今
後
の
法
制
化
に
お
い
て
明
確

に
さ
れ
る
が
、
現
在
試
行
さ
れ
て
い
る
排

出
量
取
引
制
度
と
は
異
な
る
点
が
多
い
制

度
の
本
格
稼
働
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
本

連
載
に
お
い
て
は
Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
に
お
け

る
資
料
を
も
と
に
排
出
量
取
引
制
度
の
議

論
を
中
心
に
解
説
し
て
い
く
。

第
３
回
は
、
排
出
量
の
算
定
お
よ
び
排

出
枠
の
割
当
に
つ
い
て
の
概
要
を
解
説
す

る
。
な
お
、
記
載
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の

私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添

え
る
。

Ｑ
１

排
出
量
の
算
定

排
出
量
は
ど
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る
の

か
。

⑴　
排
出
量
の
算
定
の
考
え
方

本
格
稼
働
す
る
排
出
量
取
引
制
度
の
対

象
企
業
は
、
毎
年
度
、
自
ら
の
直
接
排
出

量
を
算
定
し
、
こ
れ
と
等
量
の
排
出
枠
の

償
却
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
際
の
直

接
排
出
量
の
算
定
ル
ー
ル
の
詳
細
は
、「
エ

排出量取引制度
Ｑ＆Ａ

これからどうなる？
排出量取引制度

Ｑ＆Ａ
【第3回】

排出量の算定および
排出枠の割当

連
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第1回 本格稼働に向けた排出量取引制度の背景と検討 2025年3月10日号（№1737）

第2回 本格稼働する排出量取引制度の特徴と概要および制度対象
者 2025年4月1日号（№1739）

第3回 排出量の算定および排出枠の割当 2025年4月20日号（№1741）
第4回 排出枠の割当、償却義務および取引参加者と取引 2025年5月1日号（№1742）
第5回 価格安定化措置 2025年5月10日・20日合併号（№1743）
第6回 その他の事項 2025年6月1日号（№1744）
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これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
、「
省
エ
ネ
法
」と
い
う
）や
、「
地

球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
、「
温
対
法
」と
い
う
）に
基
づ
く
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
量
算
定
・
報
告
・
公
表

制
度（
以
下
、「
Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
」と
い
う
）等

の
関
連
制
度
に
お
け
る
考
え
方
を
基
礎
と

し
て
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
排

出
量
取
引
制
度
の
対
象
企
業
の
事
務
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
省
エ
ネ
法
お
よ
び
温

対
法
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用

量
や
排
出
量
等
の
定
期
報
告
に
係
る
シ
ス

テ
ム
と
の
連
携
を
実
施
す
る
対
応
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
二
酸
化
炭
素
回
収
・
有
効
利
用
・

貯
留（C

arbon dioxide C
apture,

U
tilization and Storage

）や
森
林
吸
収

に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｈ
Ｋ
制
度
に
お
け
る
議
論

の
状
況
や
、
第
三
者
に
よ
る
検
証
の
手
続
の

整
備
状
況
も
踏
ま
え
て
、
本
制
度
に
お
け

る
扱
い
に
つ
い
て
将
来
的
に
検
討
が
行
わ

れ
る
と
し
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、
企
業
は
で

き
る
限
り
自
ら
の
組
織
境
界
の
な
か
で
排

出
量
の
削
減
に
取
り
組
み
、
そ
し
て
経
済

性
も
含
め
て
限
界
に
至
る
な
ど
で
排
出
量

が
削
減
で
き
な
い
場
合
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
等

で
調
整
す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
海
外
で

は
現
在
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

⑵　
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
取
扱

い２
０
２
６
年
度
か
ら
開
始
す
る
排
出

量
取
引
制
度
に
お
い
て
、
政
府
が
運
営

す
る
Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
お
よ
び
二
国
間

ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度（Joint Crediting 

M
echanism

。
以
下
、「
Ｊ
Ｃ
Ｍ
」と
い
う
）

に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト（
以
下
、「
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク
レ

ジ
ッ
ト
」と
い
う
）の
活
用
を
認
め
る
取
扱

い
と
な
っ
て
い
る
。
Ｊ
Ｃ
Ｍ
と
は
、
途
上

国
と
協
力
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に

取
り
組
み
、
削
減
の
成
果
を
両
国
で
分
け

合
う
制
度
で
あ
る
。

①　

国
内
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
カ
ー
ボ
ン
ク

レ
ジ
ッ
ト
の
取
扱
い

第
１
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
利
用
可
能
な

適
格
カ
ー
ボ
ン
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
つ
い
て
、

当
初
は
Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
等
を
対
象
と
し

て
い
た
。
Ｇ
Ｘ
リ
ー
グ
で
は
、
２
０
２
３

年
９
月
に「
適
格
カ
ー
ボ
ン
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
Ｗ
Ｇ
」を
立
ち
上
げ
、
こ
れ
に
加
え
て

対
象
と
す
べ
き
国
内
お
よ
び
国
外
の
民
間

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
要
件
に
つ
い
て
、
Ｗ
Ｇ
参

加
企
業
と
の
議
論
を
踏
ま
え
た
検
討
を

行
っ
た
。
２
０
２
４
年
３
月
に
は
、
Ｗ
Ｇ

で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
取
り
ま
と
め
文
書

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
）案
に
関
し
、
Ｇ
Ｘ

リ
ー
グ
参
画
企
業
へ
の
意
見
募
集
が
実
施

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
２
０
２
４

年
４
月
に「
Ｇ
Ｘ
リ
ー
グ
算
定
・
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
・
報
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
改
訂

し
、「
Ｇ
Ｘ
―
Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
お
け
る
適
格
カ
ー

ボ
ン
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」が
策
定
さ
れ
た
。

第
２
フ
ェ
ー
ズ
で
は
、
国
が
決
定
す

る
貢
献（N

ationally D
eterm

ined 
Contribution

。
以
下
、「
Ｎ
Ｄ
Ｃ
」と
い

う
）に
対
し
て
、
直
接
貢
献
す
る
よ
う
な

ク
レ
ジ
ッ
ト
を
よ
り
優
先
さ
せ
て
い
く
と

い
う
考
え
方
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ

―
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
こ
の
考
え
方
に
該
当

し
て
お
り
、
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
つ
い

て
も
同
様
に
活
用
可
能
で
あ
る
と
想
定
さ

れ
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
品
質
が

Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
お
よ
び
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク
レ

ジ
ッ
ト
に
比
べ
て
劣
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

Ｇ
Ｘ
の
目
的
の
達
成
を
阻
害
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト

お
よ
び
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク
レ
ジ
ッ
ト
以
外
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
活
用
は
、
認
め
ら
れ
な
い
方
向

で
提
案
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
扱
い
に

関
連
し
、
Ｃ
Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
で
、
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク

レ
ジ
ッ
ト
以
外
の
パ
リ
協
定
６
条
２
項
の

ク
レ
ジ
ッ
ト
お
よ
び
６
条
４
項
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
取
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い

く
の
か
に
つ
い
て
、
対
象
企
業
か
ら
意
見

が
出
て
く
る
と
思
う
と
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
た
。

②　

海
外
の
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
等

の
活
用

海
外
の
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用

も
、
認
め
ら
れ
な
い
方
向
で
提
案
が
さ
れ

て
い
る
。
Ｎ
Ｄ
Ｃ
に
直
接
に
貢
献
す
る
よ

う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
よ
り
優
先
さ
せ
て
い

く
と
い
う
考
え
方
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ

ば
、海
外
で
発
行
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
、

日
本
の
排
出
量
削
減
に
直
接
貢
献
す
る
と

は
考
え
に
く
い
点
で
課
題
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

現
在
検
討
中
の
排
出
量
取
引
制
度
は
、

政
府
に
よ
る
無
償
割
当
が
想
定
さ
れ
て
お

り
、
償
却
義
務
未
達
成
の
場
合
は
、
負
担

金
の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
負
担
金

の
支
払
を
免
れ
る
た
め
に
海
外
の
カ
ー
ボ

ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
等
の
購
入
が
可
能
に
な
る

と
、
排
出
量
取
引
制
度
の
対
象
企
業
に
よ

り
行
わ
れ
た
排
出
削
減
の
投
資
に
つ
い
て

の
回
収
を
損
ね
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
資
金
が
海
外
に
流
出
す
る
結
果
を
も

た
ら
し
、
国
内
に
お
け
る
排
出
量
削
減
投

資
に
関
す
る
資
金
の
循
環
に
つ
な
が
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
20
兆
円
の

先
行
投
資
支
援
の
回
収
に
も
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
影
響
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
海
外
で
発
行
さ
れ
た
カ
ー
ボ
ン

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
を
認
め
る
と
、
排
出

枠
市
場
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
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（図表1）　海外の制度におけるカーボンクレジットの取扱い

国および
法域

クレジットの活用
活用について

国内 海外

EU 不可 不可
・Phase4より外部クレジットの活用不可の取扱いを見直し
・排出量取引における除去・隔離の取扱いの可能性につい

て検討中

カリフォルア
州（米国） 可 不可

・償却すべき量に対して、以下の範囲内でクレジットの活
用が可能としている
・2013–2020：償却量の8％
・2021–2025：償却量の4％
・2027-：償却量の6％

韓国 可 可 ・韓国企業が海外で開発したクレジットを含め、償却量に
対し5％まで活用可能としている

豪州および
ニュージ ー
ランド

可 不可
・国外のクレジットの活用を認めるか検討を進めている
・国内のクレジットの活用について量的な制限はない（豪州

では理由書の提出が必要な場合あり）
（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」および第3回資料4「海外

の排出量取引制度からの学び （排出枠の割当を中心に）」をもとに筆者作成

相
対
的
に
安
価
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
多
く
、

排
出
枠
市
場
価
格
へ
の
悪
影
響
が
予
想
さ

れ
る
た
め
で
あ
る
。

③　

カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
限

度排
出
量
算
定
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
活
用
が
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る

方
向
で
、
検
討
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
論
点
は
、
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活

用
が
ど
の
程
度
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
か
で

あ
る
。
Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
お
よ
び
Ｊ
Ｃ
Ｍ

ク
レ
ジ
ッ
ト
を
排
出
量
か
ら
控
除
可
能
と

す
る
、
つ
ま
り
排
出
量
削
減
の
遵
守
に
活

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
取
扱
い
は
、
Ｊ
―

ク
レ
ジ
ッ
ト
へ
の
投
資
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
た
め
、

前
向
き
に
検
討
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
排
出
量
か
ら

の
控
除
を
際
限
な
く
可
能
に
す

る
と
、
排
出
削
減
活
動
を
実
施

せ
ず
、
Ｊ
―
ク
レ
ジ
ッ
ト
お
よ

び
Ｊ
Ｃ
Ｍ
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
購
入

に
よ
り
、
排
出
量
の
算
出
に
お

け
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
無
効
化
量
の

控
除
で
十
分
な
結
果
に
つ
な
が

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
排

出
量
取
引
制
度
の
対
象
企
業
に

よ
る
無
制
限
の
カ
ー
ボ
ン
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
活
用
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
脱
炭
素
投
資
を
行
う
の
で

は
な
く
、
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ

ト
を
い
か
に
効
率
的
に
取
得
す

る
か
と
い
う
企
業
行
動
に
つ
な

が
り
、
排
出
削
減
の
た
め
の
投

資
を
阻
害
す
る
可
能
性
も
あ

る
。Ｃ

Ｐ
専
門
Ｗ
Ｇ
で
は
、
カ
ー

ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
に
つ

い
て
は
、
活
用
限
度
の
上
限
の
設
定
を
導

入
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
や
、
外
部

ク
レ
ジ
ッ
ト
を
無
制
限
に
活
用
す
べ
き
で

は
な
い
と
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
た
。
事
務

局
は
、
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
可

能
量
の
上
限
に
つ
い
て
も
、
諸
外
国
に
お

け
る
議
論
の
動
向
も
踏
ま
え
つ
つ
、
次
年

度
以
降
に
検
討
を
行
う
と
し
て
い
る
。

⑶　
海
外
の
制
度
に
お
け
る
カ
ー
ボ

ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用

図
表
１
内
の
国
お
よ
び
法
域
は
Ｅ
Ｕ
を

除
き
、
カ
ー
ボ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
に

よ
る
排
出
量
の
オ
フ
セ
ッ
ト
を
認
め
て
い

る
が
、
活
用
の
上
限
を
設
け
て
い
る
制
度

が
多
い
。
ま
た
、
図
表
１
内
の
国
お
よ
び

法
域
に
お
け
る
活
用
可
能
な
カ
ー
ボ
ン
ク

レ
ジ
ッ
ト
は
、
国
内
お
よ
び
地
域
内
の
ク

レ
ジ
ッ
ト
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
分
類
上
は
、
い
わ
ゆ
る
ボ

ラ
ン
タ
リ
ー
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
は
認
め

ら
れ
て
い
な
い
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ア
州（
米
国
）で
は
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
活
用
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

２
０
２
５
年
に
お
い
て
は
、
排
出
量
の

４
％
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

韓
国
で
は
、
国
内
お
よ
び
国
外
ク
レ

ジ
ッ
ト
を
活
用
可
能
と
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
年
間
の
活
用
量
に
制
限
が
あ
る（
排

出
量
の
５
％
ま
で
）。
国
外
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
は
韓
国
企
業
が
実
施
し
た
ク
リ
ー
ン
開

発
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
み
を
認
め
て
い
る
。

豪
州
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で

は
、
国
外
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
活
用
を
認
め

る
か
検
討
を
進
め
て
い
る
が
、
現
時
点
で

は
国
内
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
の
活
用
に
限

ら
れ
て
い
る
。
両
国
と
も
量
的
な
制
限
は

な
い
。
豪
州
で
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の

30
％
以
上
を
使
う
場
合
、
理
由
書
の
提
出

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｑ
２

排
出
枠
の
割
当

排
出
枠
の
割
当
は
ど
の
よ
う
に
算
出
さ

れ
る
の
か
。
ま
た
、
過
去
の
削
減
努
力
に

よ
る
早
期
削
減
お
よ
び
足
下
で
削
減
効
果

が
発
現
し
な
い
研
究
開
発
の
た
め
の
投
資

額
は
ど
の
よ
う
に
勘
案
さ
れ
る
の
か
。

⑴　
基
本
的
な
考
え
方

Ｇ
Ｘ
推
進
法
に
基
づ
く「
政
府
指
針
」に

お
い
て
、
産
業
分
野
別
に
割
当
量
の
算
定

方
法
を
提
示
し
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方
式
お

よ
び
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
を
基

礎
と
し
た
業
種
別
基
準
の
適
用
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。そ
の
他
の
勘
案
事
項
と
し
て
、

「
早
期
削
減
」、「
足
下
で
削
減
効
果
が
発
現

し
な
い
研
究
開
発
投
資
の
状
況
」、「
リ
ー



経理情報●2025.4.20（No.1741）61

（図表２）　ベンチマーク方式のイメージ図

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに筆
者作成

基準年 基準年+1年 基準年+2年 基準年+3年 年度

上位X％

上位Y％

排
出
原
単
位

各社の実績

（例）　基準年において同一のプロセスを持っている各社の排出原単位の実績を
プロットする。そのうえで、上位X％の水準までを設定する。基準年＋3年目
には、基準年度における上位Y％のところまで割り当てる。

（図表３） 　グランドファザリング方式のイメージ図

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに筆
者作成

基準年 基準年+1年 基準年+2年 基準年+3年 年度

排
出
量

基
準
排
出
量

（例）　基準年において設定される基準排出量をもとに、毎年一定割合の排出削
減となるように割当量を設定する。

ケ
ー
ジ
リ
ス
ク
」お
よ
び「
活
動
量
の
変
動

等
」が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
排
出

枠
の
割
当
量
を
調
整
す
る
取
扱
い
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。

⑵　
業
種
別
基
準

業
種
別
基
準
は
、
次
の
考
え
方
に
基
づ

き
適
用
さ
れ
る
。

・業
種
別
基
準
は
、特
に
業
種
特
性
を
考
慮

す
る
必
要
性
の
高
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消

費
分
野
等
を
中
心
に
業
種
別
の
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
方
式
を
適
用
す
る
。

・
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
策
定
が
困
難
な
分
野

に
つ
い
て
は
、グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ

方
式
に
よ
る
割
当
を
適
用
す
る
。

①　

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方
式

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方
式
と
は
、
あ
る
一
定

の
プ
ロ
セ
ス
の
上
位
Ｘ
％
～
Ｙ
％
の
排
出

水
準
と
な
る
よ
う
に
割
当
量
を
設
定
す
る

方
式
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
あ
る
一
定

の
プ
ロ
セ
ス
の
上
位
Ｘ
％
～
Ｙ
％
の
排
出

水
準
と
な
る
よ
う
に
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
設

定
し
、
基
準
活
動
量（
制
度
開
始
直
前
の

３
カ
年
度（
２
０
２
３
年
度
～
２
０
２
５

年
度
）の
生
産
量
等
の
平
均
）に
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
を
乗
じ
て
割
当
量
を
算
定
す
る

（
図
表
２
参
照
）。

割
当
量
＝
基
準
活
動
量
×
目
指
す
べ
き
排

出
原
単
位

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方
式
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
同

業
他
社
と
の
プ
ロ
セ
ス
比
較
に
な
っ
て
い

る
た
め
、
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
期
を
配
慮
し

や
す
い
指
標
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
よ

り
先
行
的
に
脱
炭
素
投
資
を
し
て
き
た
企

業
ほ
ど
低
い
排
出
原
単
位
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
方

式
は
早
期
の
脱
炭
素
投
資
の
結
果
を
反
映

す
る
優
れ
た
指
標
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

②　

グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式

グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
と
は
、

基
準
年
の
排
出
実
績
か
ら
毎
年
一
定
割
合

の
排
出
削
減
と
な
る
よ
う
に
割
当
量
を
設

定
す
る
方
式
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
過

去
の
排
出
実
績
等
を
踏
ま
え
て
、
毎
年
一

定
比
率
で
の
排
出
削
減
を
求
め
る
た
め
、

基
準
排
出
量（
制
度
開
始
直
前
の
３
カ
年

度（
２
０
２
３
年
度
～
２
０
２
５
年
度
）の

排
出
量
の
平
均
）に
一
定
の
比
率（
削
減

率
）を
乗
じ
て
割
当
量
を
算
定
す
る（
図
表

３
参
照
）。

割
当
量
＝
基
準
排
出
量
×（
１
―
目
指
す
べ

き
削
減
率
）

な
お
、
具
体
的
な
目
指
す
べ
き
排
出
原

単
位
の
水
準
お
よ
び
目
指
す
べ
き
削
減
率

は
、
法
案
成
立
後
に
検
討
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
排
出
原
単
位
の

水
準
や
削
減
率
を
決
定
し
た
と
し
て
も
、

これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ
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（図表４）　早期削減の勘案方法のイメージ図

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに筆者作成

起点となる過去
の年度の実績

基準年度実績 年度

排
出
量

過去の削減
努力として
認められる
排出量 削減を行っ

た場合の排
出量の水準

過去の年度を起点とし
てグランドファザリング
の削減率を乗じた場合
の排出量の水準

過去の削減努力分
として認める量に
基づく追加割当量

グランドファ
ザリングによ
る割当量

制度開始前 制度開始後

フ
ェ
ー
ズ
期
間
中
の
炭
素
価
格
の
変
動
の

状
況
等
も
踏
ま
え
て
、
見
直
し
を
行
う
対

応
も
検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
対
象
業
種
や
削
減
水
準
等
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
有
識
者
や
産
業
界
の
意
見

も
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
省
庁
と
も
連
携
し

て
今
後
検
討
し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
。

２
０
２
３
年
度
か
ら
２
０
２
５
年
度
に

お
け
る
基
準
排
出
量
や
基
準
活
動
量
の
情

報
の
把
握
が
、
排
出
量
取
引
制
度
の
導
入

に
お
け
る
負
担
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

特
に
、
Ｇ
Ｘ
リ
ー
グ
に
参
画
し
て
い
な
い

が
、
排
出
量
取
引
制
度
の
対
象
と
な
る
企

業
に
と
っ
て
は
、
負
担
が
大
き
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
。

⑶　
そ
の
他
の
勘
案
事
項

前
記
⑴
に
列
挙
し
た
４
つ
の
勘
案
事
項

の
う
ち
、
本
稿
で
は
、「
早
期
削
減
」お
よ

び「
足
下
で
削
減
効
果
が
発
現
し
な
い
研

究
開
発
投
資
の
状
況
」に
つ
い
て
説
明
す

る
。

①　

早
期
削
減

グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
の
対
象

と
な
っ
た
排
出
源
に
つ
い
て
は
、
制
度
開

始
以
前
に
基
準
と
な
る
削
減
率
を
超
え
て

行
っ
た
排
出
削
減
量
を
基
準
年
度
排
出
量

に
加
算
し
、
割
当
量
を
算
定
す
る
。
こ
れ

は
、
過
去
に
削
減
努
力
を
行
っ
た
企
業
ほ

ど
削
減
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
グ
ラ
ン

ド
フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
の
短
所
へ
の
対
応

と
さ
れ
て
い
る
。

過
去
の
削
減
努
力
に
よ
る
早
期
削
減
を

勘
案
す
る
方
法
と
し
て
は
、
グ
ラ
ン
ド

フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
に
よ
る
割
当
対
象
の

排
出
源
に
つ
い
て
、
起
点
と
な
る
過
去
の

年
度
か
ら
基
準
年
度
ま
で
に
グ
ラ
ン
ド

フ
ァ
ザ
リ
ン
グ
方
式
に
よ
る
基
準
相
当
以

上
に
削
減
し
た
量
を
、
制
度
開
始
前
の
削

減
努
力
と
し
て
認
め
、
割
当
量
に
反
映
す

る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
算
定
方
法
や
、

起
点
と
な
る
過
去
の
年
度
の
考
え
方
、
過

去
の
ど
の
時
点
ま
で
遡
る
か
に
つ
い
て

は
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
の
制
約
等
を
踏

ま
え
て
検
討
す
る
と
さ
れ
て
い
る（
図
表

４
参
照
）。

②　

足
下
で
削
減
効
果
が
発
現
し
な
い

研
究
開
発
投
資
の
状
況

Ｇ
Ｘ
の
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
期
に
お
い
て
、

企
業
は
足
下
の
排
出
削
減
の
た
め
の
燃
料

転
換
や
省
エ
ネ
投
資
等（
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ

ン
技
術
）に
加
え
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
の
技
術（
非
連
続
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
技

術
）開
発
に
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
を
示
し
た
の

が
図
表
５
で
あ
る
。

産
業
界
や
関
係
団
体
お
よ
び
有
識
者
に

（図表５）　研究開発投資の重要性

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理（案）」をもとに筆者作成

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

すべての産業が一足
飛びには脱炭素社
会に進まない。

非連続
イノベーション技術

トランジション
技術

脱炭素までの経
路は、国や業種
の特性から異な
り、多様な経路
が想定される。企業

トランジション
段階

脱炭素社会

時系列

ブラウン経済

現在 2030 2050
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石川　剛士（いしかわ・たけし）
PwC  Japan 有限責任監査法人
サステナビリティ・アドバイザリー部　パー
トナー
エネルギー管理士
民間エネルギー会社を経て、2007年より
PwC。サステナビリティ領域のなかでも環境・
エネルギー分野に注力し、再生可能エネル
ギーの利用拡大、脱炭素経営に向けたアド
バイザリー業務、官公庁の環境・エネルギー
分野に係る委託業務経験を豊富に有する。

川端　稔（かわばた・みのる）　
PwC  Japan 有限責任監査法人
監査事業本部　パートナー
公認会計士
財務諸表監査、アドバイザリー業務および品
質管理業務（日本基準およびIFRSに関する
会計処理等に関する相談業務）に従事し、現
在、監査事業本部に所属する。

（出所）　CP専門WG第5回資料2「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理
（案）」をもとに筆者作成

（図表６）　研究開発費に応じた追加割当

当
初
割
当
量

政府が定めるGX関連の技
術分野における研究開発費

（自己負担分）に応じて、不
足分のうち、一定の範囲（た
とえば不足分の10％から
20％程度）で排出枠の追加
割当を行う

排
出
実
績

不足分

対
し
て
行
わ
れ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
排

出
量
取
引
制
度
に
お
い
て
も
、
毎
年
度
の

着
実
な
削
減
に
向
け
た
対
応
を
促
し
つ
つ

も
、
こ
う
し
た
中
長
期
の
投
資
の
た
め
の

原
資
が
失
わ
れ
る
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す
る
施
策
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
定
水
準
以
上

の
研
究
開
発
投
資
を
行
う
対
象
企
業
に
対

し
て
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
、
不
足
す
る

排
出
枠
の
範
囲
で
追
加
割
当
を
行
う
対
応

が
提
案
さ
れ
た
。

足
下
で
削
減
効
果
が
発
現
し
な
い
研
究

開
発
投
資
の
状
況
に
応
じ
た
調
整
に
つ
い

て
、
次
の
趣
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

・研
究
開
発
投
資
は
、将
来
の
排
出
削
減
を

目
的
と
し
た
投
資
で
あ
っ
て
、そ
の
投
資

に
基
づ
く
枠
の
付
与
は
、あ
る
意
味
将
来

の
排
出
枠
の
前
借
り
に
近
い
の
で
は
な

い
か
。研
究
開
発
投
資
と
い
う
金
銭
的
支

出
を
具
体
的
に
伴
う
行
動
に
基
づ
く
形

で
の
枠
の
付
与
で
あ
れ
ば
、モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー
ド
リ
ス
ク
へ
の
一
定
の
歯
止
め
に

は
な
る
が
、無
制
限
の
ボ
ロ
ー
イ
ン
グ
は

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
引
き
起
こ
し
か
ね

な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。

・研
究
開
発
投
資
の
取
扱
い
は
、借
り
入
れ

た
排
出
枠
が
返
さ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
タ
イ
プ
の
ボ
ロ
ー
イ
ン
グ
で
あ

り
、研
究
開
発
投
資
の
性
格
上
、そ
れ
を

期
待
す
る
の
は
難
し
い
。初
期
の
制
度

は
、で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
、こ
の
制

度
を
対
象
企
業
が
納
得
す
る
形
で
立
ち

上
げ
て
い
く
と
い
う
対
応
が
非
常
に
重

要
で
あ
り
、研
究
開
発
投
資
の
額
な
ど
を

勘
案
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
慎
重

に
検
討
し
、拙
速
に
行
わ
な
い
対
応
が
期

待
さ
れ
る
。

・特
に
割
当
量
の
算
定
に
あ
た
り
、研
究
開

発
投
資
の
額
を
勘
案
す
る
と
い
う
の
を

ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。い
わ
ゆ
る
企
業

間
の
公
平
性
を
確
保
し
、行
政
の
裁
量
が

大
き
く
な
い
形
で
、一
定
の
要
件
に
基
づ

い
て
割
当
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、こ
の

２
０
２
６
年
度
か
ら
の
制
度
立
ち
上
げ

と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
は
か

な
り
難
し
い
課
題
で
は
な
い
か
。割
当
量

の
算
定
に
ど
の
よ
う
に
反
映
す
る
か
と

い
う
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
り
、拙
速
に

対
応
は
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
。

・
割
当
量
の
算
定
に
あ
た
っ
て
対
象
と
な

る
研
究
開
発
投
資
は
何
か
。研
究
開
発
投

資
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、技
術
、イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
た
め
の
研
究
開
発
投
資
を
ど

う
判
断
す
る
の
か
。

事
務
局
は
、
研
究
開
発
投
資
の
状
況
に

応
じ
た
調
整
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
、
前
年
度
に
実
施
し
た
Ｇ
Ｘ
関

連
の
研
究
開
発
の
た
め
投
資
額
に
応
じ

て
、
排
出
枠
不
足
分
の
範
囲
で
割
当
量
を

追
加
す
る
案
を
説
明
し
た
。
ま
た
、
超
過

額
の
全
額
に
対
す
る
追
加
割
当
を
行
う
の

で
は
な
く
、
超
過
額
の
一
部（
一
定
割
合
）

に
つ
い
て
の
追
加
割
当
を
行
う
方
針
が
説

明
さ
れ
て
い
る（
図
表
６
参
照
）。

研
究
開
発
費
と
し
て
認
め
る
範
囲
や
、

割
当
量
の
算
定
方
法
等
の
具
体
化
に
あ

た
っ
て
は
、
透
明
性
の
確
保
や
執
行
の
簡

素
化
の
観
点
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
研
究
開
発
費
と
し
て
認
め
る

範
囲
に
つ
い
て
は
、
会
計
上
の
基
準（
移

管
指
針
8
号「
研
究
開
発
費
及
び
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
会
計
処
理
に
関
す
る
実
務
指

針
」２
項「
研
究
・
開
発
の
範
囲
」）に
お
い

て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
既
存
の

考
え
方
を
参
照
す
る
対
応
が
考
え
ら
れ
る

と
し
て
説
明
さ
れ
た
。

Ｇ
Ｘ
関
連
の
研
究
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
特
定
方
法
に
つ
い
て
、
各
種
情
報
も
参

照
し
な
が
ら
、
客
観
的
に
判
断
可
能
な
情

報
に
基
づ
き
、
明
確
か
つ
簡
便
に
執
行
可

能
な
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

これからどうなる?　排出量取引制度Ｑ＆Ａ


